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介介介護護護リリリフフフォォォーーームムム   
にににつつついいいててて   

   

リフォームにお役にたつ情報シリーズ…３３ 

 

 

リリフフォォーームムはは、、ままずずごご相相談談かかららススタターートトでですす。。  
 

次回 

オープンハウス 
６月１８・１９日の 

２日間です 

QQ..「「介介護護リリフフォォーームムでで補補助助金金ははいいくくららももららええるるののでですすかか？？」」  
「介護保険では 20万円まで９割の補助が受けられます。また自治 

体ごとの助成制度もあります。」 
 

介護保険制度では、「要支援」または「要介護 1～5」と認定された在宅 

の方で、住宅改修が必要な人に対し、一生涯で 20万円まで、住宅改 

修の９割を補助してくれます。 

ただし、改修内容については条件がありますから、必ず事前にケア 

マネージャー（介護支援専門員）などに確認しておきましょう。 

また各自治体などで、高齢者住宅修費支援制度や障害者住宅改造 

費助成制度が用意されていることもあり、助成額はそれぞれ異なりま 

すから、自治体の相談窓口に事前に相談してみると良いでしょう。 

介護保険制度なら介護リフォームに９割補助が４０歳以上の人なら保 

険料を負担している「介護保険」。2000年の制度スタート以来、だい 

ぶ定着してきたように思いますが、どのような制度なのかは、実際に 

介護を必要としないとわからないことも多いはずです。 

介護保険制度において「要支援」または「要介護 1～5」と認定され、 

在宅で生活し、住宅改修が必要とされる人に対し、２０万 

円までの介護改修について、1割の自己負担でリフォーム 

することができるのです。 

この２０万円という枠については、一度に使い切る必要はなく、数回に分けて改修を実施する 

こともできます。また「要支援」「要介護」のランクが 3段階以上あがったとき（例えば要介護１ 

の人が要介護 4になった場合など）や、転居した場合などは改めて２０万円まで給付を受け 

ることができます。 

介介護護保保険険がが適適用用ににななるるリリフフォォーームムににはは条条件件ががあありりまますす。。  
介護保険が適用になる改修は、次のとおりです。 

(1) 手すりの取り付け 玄関、廊下、階段、トイレ、浴室、洗面所などの屋内に設置する手すりの他、 

出入り口から道路までの屋外手すりにも適用されます。 

(2) 床段差の解消   引き戸レールや敷居の段差を撤去したり、玄関や浴室、出入 

り口などの段差をスロープや踏み台、床工事などにより解消 

する場合に適用されます。 

(3) 滑りの防止、移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更 
車イスが利用しにくい畳床や、歩行時に滑りやすい床を、フローリングや固い床材などに 

変更する場合に適用されます。 

(4) 引き戸等への扉の取替え 
介護を必要とする人が開けにくいとされる開き戸を、引き戸や折れ戸、アコーディオンカーテンなどに変更 

する場合に適用されます。また手首を傷めていたり、握力が低下している人でも操作しやすいドアノブや 

戸車の設置も含まれます。 

 

 

(5) 洋式便器等への便器の取替え 
和式便器よりも介護しやすく、かつ介護されやすい洋式便器 

への交換や、便器の高さを変更する必要がある場合の洋式 

便器の取替えに適用されます。 
和式便器に洋式アタッチメントを取り付け、 

手すりを設置した場合。→ 

 

各各市市町町村村のの助助成成金金制制度度ももチチェェッッククししよようう  
  介護保険制度とは別に、各市町村で高齢者向けや、障害者向けに住宅改修 

に助成金を支給しているところがあります。助成金額や助成率などは市町村ご 

とに異なりますので、介護リフォームを検討する際には介護保険制度だけでな 

く、事前に自治体に相談してみると良いでしょう。 
 

介介護護リリフフォォーームムをを無無駄駄ににししなないいたためめにに  
「介護保険を使える」「補助金が受けられる」などと言って、リフォーム 

の契約を急かす業者は要注意です。 

介護保険や自治体の助成制度を利用するときには、事前のしっかり 

とした打ち合わせが必要です。 

 

特特にに介介護護保保険険をを利利用用すするる場場合合はは、、ケケアアママネネーージジャャーー（（介介護護支支援援専専門門員員））やや主主治治医医のの意意見見書書ななどど

がが必必要要ににななるるたためめ、、リリフフォォーームムのの計計画画段段階階かからら良良くく話話しし合合うう必必要要ががあありりまますす。。  
 

また手すりの取り付けについて安易に考える方が大勢いらっしゃいますが、 

手すりは想像以上に荷重がかかるところです。下地補強をせずに取り付けて 

しまい、介護を必要とする方が利用した際に手すりが外れ、事故につながった 

ケースも報告されています。 

 

 

さらに片麻痺やリウマチなどの症状がある方の場合などにおいて、 

手足の可動範囲などを確認せずに手すりやドアノブを取り付けて 

しまい、まったく使えないものになってしまったり、逆に障害物と 

なってしまい、顔や手足をぶつけてケガをしたり、手すりが邪魔に 

なって車イスが通れないというケースもあります。 

 

 

家族の高齢化や病状の悪化などにより、介護リフォー

ムが必要になる場合があります。介護保険では、介護

を必要とする方の負担が少しでも小さくなるようにと、住

宅改修制度が設けられ、介護リフォームへの補助金や

助成制度が用意されています。介護する人も、される

人も、ぜひ一度チェックしておきたい制度です。 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://allabout.co.jp/redirect/cgi/r2.cgi?gs=1089&type=cc&id=30307&url=http://www.toto.co.jp/

